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一

〇
告

示

大
分
県
告
示
第
二
百
二
十
九
号

大
分
県
公
共
工
事
請
負
契
約
約
款
（
平
成
二
十
三
年
大
分
県
告
示
第
三
百
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

第
三
十
四
条
第
六
項
中
「
年
二
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
年
二
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
」
に
改
め
る
。

第
三
十
七
条
た
だ
し
書
中
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
」
に
、

「
前
金
払
」
を
「
前
払
金
」
に
改
め
る
。

第
四
十
六
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
年
二
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
年
二
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
」
に
改
め

る
。第

四
十
九
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
五
十
一
条
第
二
項
」
を
「
第
六
十
三
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
五
十
二
条
第
三
項
中
「
年
二
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
年
二
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
告
示
第
二
百
三
十
号

大
分
県
土
木
設
計
業
務
等
委
託
契
約
約
款
（
平
成
二
十
三
年
大
分
県
告
示
第
三
百
十
七
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

第
三
十
四
条
第
六
項
並
び
に
第
四
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
年
二
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
年
二

・
七
パ
ー
セ
ン
ト
」
に
改
め
る
。

第
四
十
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
五
十
一
条
第
二
項
」
を
「
第
六
十
三
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
四
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
年
二
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
年
二
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
」
に
改
め

る
。第

四
十
九
条
第
三
項
中
「
民
事
訴
訟
法
（
明
治
二
十
三
年
法
律
第
二
十
九
号
）
」
を
「
民
事
訴
訟
法
（
平

成
八
年
法
律
第
百
九
号
）
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
告
示
第
二
百
三
十
一
号

大
分
県
建
築
設
計
業
務
等
委
託
契
約
約
款
（
平
成
二
十
三
年
大
分
県
告
示
第
五
百
七
十
三
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

第
七
条
（
Ｂ
）
中
「
第
二
章
第
二
款
」
を
「
第
二
章
第
三
節
第
二
款
」
に
改
め
る
。

第
三
十
九
条
第
六
項
並
び
に
第
四
十
六
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
年
二
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
年
二

・
七
パ
ー
セ
ン
ト
」
に
改
め
る
。

第
四
十
八
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
五
十
一
条
第
二
項
」
を
「
第
六
十
三
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
五
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
年
二
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
年
二
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
」
に
改
め

る
。第

五
十
四
条
第
三
項
中
「
民
事
訴
訟
法
（
明
治
二
十
三
年
法
律
第
二
十
九
号
）
」
を
「
民
事
訴
訟
法
（
平

成
八
年
法
律
第
百
九
号
）
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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平
成
二
十
九
年

（ 金 曜 日 ）

�
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号

外

三
一

三
月
三
十
一
日

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）
発
行
人

大

分

県

編
集

佐
伯
印
刷
㈱

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
告
示
）
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